
1ページ/3ページ 

令和２(2020)年４月６日 

保護者 様 

神戸大学附属中等教育学校 

校長  井 上 真 理 

 

新型コロナウイルスに関連する本校における対応について(第８報) 

 

前略 本報は用件のみにて失礼いたします。本報の詳細は明日配信の(第９報)でお知らせする見込みです。 

 

内容： 

１ 【更新】休業延長について 当面５月６日(水)まで延長します 

２ 【新規】登校再開時の見通し 

３ 【新規】明日７日(火)配信予定の第９報について 

※ 状況が刻々と変化することが考えられます。４月６日 15:00現在の対応のお知らせとなります。 

※ 学年は新学年で表記しています。 

※ 本校 webサイト  http://www.edu.kobe-u.ac.jp/kuss-top/index.html 

※ 本校宛緊急メール kuss-emergency@edu.kobe-u.ac.jp 

 

 

１ 【更新】休業延長について 当面５月６日(水)まで延長します  

新型コロナウイルスの感染拡大状況に鑑み，４月７日(火)までの春季休業の後も休業を継続

します。８日(水)から当面５月６日(水)までを臨時休業期間とします。春季休業及び臨時休業

の期間は，授業，考査，特別活動，部活動等を学校は実施しません。この間の生徒は「自宅待

機」とします。 

(1) ８日(水)午後に予定しておりました第 12回入学式は実施しません。 

(2) ８日(水)午後の入学式を予定していた時間帯に，以下のみを目的とした新入生対象の

「新入生登校日」を設定します。詳細は明日の(第９報)でお知らせします。 

・教科書等の配付 

・学級担任及び学年団教員の紹介 

① 「新入生登校日」は，新入生とその保護者１名にお越しいただくことができます。

場所は本校校地です(神戸大学六甲台講堂ではありません)。 

② 「新入生登校日」は授業日に数えないこととします。「新入生登校日」の登校にあ

たっては，保護者の安全判断を最優先していただき，欠席をされた場合でも新入

生及び保護者に不利にならないよう配慮いたします。 

③ 本報(第８報)配信以降に，緊急事態宣言等により「新入生登校日」の実施が困難

となった等の場合は，本校 web サイト及びまち comi メールで至急御連絡いたし

ます。 

(3) さまざまな学校行事等は，年間を通しての見直しが不可避となりました。次の①②につ

いては，予定していた日の実施はできませんが，中止するか延期するか等は現時点で未
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定であるものがほとんどです。 

① 休業延長に伴い，告知していておりました以下の催事は，告知していた日程では

実施しません。 

８日(水) 着任式，始業式 

９日(木) 新入生オリエンテーション(１年，～14日) 

10日(金) 学力推移調査(１～３年) 

14日(火) ６年生ＫＰポスター発表(中止します) 

24日(金) 全校保護者会(午後) 

５月８日(金) ＰＴＡ総会及び教育後援会総会(午後) 

② ５月 16 日(土)，17 日(日)に予定しておりました兎原祭(文化祭)は，この日程で

は実施しません。 

 

２ 【新規】登校再開時の見通し 

(1) ５月７日(木)以降の登校再開時には，「登下校で生じる感染リスク(主に通勤時間帯の

公共交通機関の利用によるリスク)」と「学校に滞在することで生じる感染リスク(密閉・

密集・密接，滞在時間，飲食によるリスク)」を低減するために，下記のいずれかの段階

から登校を再開し，２週間程度を単位としていくつかの段階を経て通常の態勢に戻すこ

とを想定しています。 

第１段階 生徒の健康状況を確認し，心や学びの相談に対応する段階 

時差登校，学年別分散・隔日登校，教室分散入室，昼食なし，ＨＲや面談が中心，

滞在時間２時間程度で下校 

第２段階 生徒の安全を確保し，学びを徐々に開始する段階 

時差登校，授業開始，滞在時間４時間程度で下校 

第３段階 生徒の安全を確保し，学びを徐々に充実していく段階 

時差登校，滞在時間６時間程度で下校 

第４段階 生徒の安全を確保し，学びを徐々に平常時に回復する段階 

平常登校，滞在時間８時間程度で下校 

第５段階 生徒の安全を確保し，学びを平常時に回復する段階 

平常登校，部活動開始，17時までに下校 

第６段階 生徒の安全を確保し，教育活動を平常に実施する段階 

平常登校，通常下校 

(2) 次のいずれかに該当する場合は，保護者と連絡をとった上で，「出席停止」の措置を取

る(欠席扱いとはしない)方向で検討中です。 

① 発熱等の風邪の症状がある場合 

② 風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続く場合 

③ その他，新型コロナウイルス感染症が疑われる場合 

④ 医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合 

⑤ 濃厚接触者となった場合 

⑥ 保護者が感染が心配で生徒を登校させない場合 
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３ 【新規】明日７日(火)配信予定の第９報について 

本報では，休業期間延長とそれに伴う喫緊の事項に限定して，急ぎお知らせしました。本報

配信以降の最新の情報等については，明日配信予定の第９報でお知らせします。 

保護者の皆様や生徒の皆さんの不安感を低減できるよう，本校もその都度対策を練りお伝え

していきたいと思っておりますので，御理解御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 


